
     ＩＭＯ第２２回総会の結果について  
  

                

 標 記 会 合 は 、 平 成 13年 1 1月 1 9日 か ら 30日 ま で 、 ロ ン ド

ン の 国 際 海 事 機 関 (IM O )本 部 に お い て 開 催 さ れ た 。今 次 会

合 で は 、 IMO理 事 国 の 選 挙 、米 国 テ ロ 事 件 関 連 の 審 議 、総

会 決 議 の 採 択 、 外 交 会 議 の 結 果 紹 介 等 が あ っ た 。  

 主 な 審 議 結 果 は 以 下 の と お り 。  

 

１ ． 理 事 国 選 挙  

・ 概 要 及 び 結 果  

 我 が 国 は カ テ ゴ リ ー Ａ （ 海 運 国 ） の 理 事 国 と し て 立 候

補 し 、 再 選 を 果 た し た 。 な お 、 理 事 国 数 を ３ ２ ヶ 国 か ら

４ ０ ヶ 国 に 拡 大 す る 内 容 の「 IMO条 約 199 3年 改 正 」が 今 次

会 合 直 前 に 発 効 要 件 を 満 足 し た た め 、追 加 の 8ヶ 国 に つ い

て も 選 挙 が 行 わ れ た 。こ れ ら 追 加 選 出 国 に つ い て は 、 200

2年 11月 か ら 理 事 国 と な る 。  

 

次 期 総 会 （ ２ ０ ０ ３ 年 ） ま で の 理 事 国  

カ テ ゴ リ ー Ａ （ 海 運 国 ）   

 日 本 、米 国 、英 国 、ギ リ シ ャ 、イ タ リ ア 、ノ ル ウ ェ ー 、

中 国 、 ロ シ ア  

カ テ ゴ リ ー Ｂ （ 荷 主 国 ）    

 カ ナ ダ 、 フ ラ ン ス 、 ド イ ツ 、 オ ラ ン ダ 、 イ ン ド 、 ス ウ

ェ ー デ ン 、 ア ル ゼ ン チ ン 、 ブ ラ ジ ル  

カ テ ゴ リ ー Ｃ （ そ の 他 ）   

 マ ル タ 、 バ ハ マ 、 韓 国 、 サ イ プ ラ ス 、 シ ン ガ ポ ー ル 、

フ ィ リ ピ ン 、 南 ア フ リ カ 、 オ ー ス ト ラ リ ア 、 ス ペ イ ン 、

イ ン ド ネ シ ア 、メ キ シ コ 、パ ナ マ 、ト ル コ 、ポ ー ラ ン ド 、

ナ イ ジ ェ リ ア 、 エ ジ プ ト  

 

１ ９ ９ ３ 年 改 正 発 効 日 （ ２ ０ ０ ２ 年 １ １ 月 ） か ら 次 期 総

会 （ ２ ０ ０ ３ 年 ） ） ま で の 追 加 理 事 国  

カ テ ゴ リ ー Ａ  パ ナ マ 、 韓 国  

カ テ ゴ リ ー Ｂ  ス ペ イ ン 、 バ ン グ ラ デ シ ュ  

カ テ ゴ リ ー Ｃ  チ リ 、デ ン マ ー ク 、ベ ネ ズ エ ラ 、ケ ニ ア 、

       ガ ー ナ 、 レ バ ノ ン 、 ホ ン ジ ュ ラ ス  

 

２ ． 米 国 テ ロ 事 件 関 連  

・ 概 要 及 び 結 果  



 昨 年 の 米 国 テ ロ 事 件 を 受 け 、 IMO事 務 局 長 よ り 、総 会 決

議 案 「 旅 客 及 び 乗 員 並 び に 船 舶 の 安 全 に 驚 異 を 及 ぼ す テ

ロ 活 動 の 防 止 の た め の 措 置 及 び 手 順 の 見 直 し 」 が 提 出 さ

れ た 。  

 米 国 か ら 、IMOに お い て も 海 上 安 全 及 び 海 洋 環 境 保 護 と

同 様 に 海 上 保 安 に つ い て も 強 化 す べ き と の 発 言 が あ っ た 。 

 今 後 、海 上 安 全 委 員 会 の 中 間 作 業 部 会 を 開 催 し 、（ １ ）

船 舶 自 動 識 別 装 置 の 搭 載 時 期 の 見 直 し 、 （ ２ ） 船 舶 、 港

湾 及 び 沖 合 施 設 に 関 す る 保 安 計 画 の 必 要 性 の 検 討 、（ ３ ）

船 員 の 身 元 及 び 経 歴 確 認 の 必 要 性 に 関 す る 見 直 し 、（ ４ ）

コ ン テ ナ の 出 発 港 か ら 到 着 港 ま で の 管 理 体 制 の 確 保 等 が 、

審 議 さ れ る こ と と な っ た 。  

 我 が 国 は じ め 、 多 数 の 国 が 、 本 総 会 決 議 案 を 支 持 し 、

本 決 議 案 は 採 択 さ れ た 。  

 

 

３ ． 総 会 決 議 の 採 択  

（ １ ）「 自 動 船 舶 識 別 装 置（ AIS） の 運 用 に 関 す る ガ イ ド

ラ イ ン 」  

・ 概 要 及 び 結 果  

 A I Sは 、 船 舶 の 船 名 、 位 置 、 速 力 及 び 針 路 等 の 情 報 を 、

他 船 及 び 陸 岸 局 へ 自 動 的 に 送 信 す る と と も に 、他 船 又 は 、

陸 岸 局 か ら 受 信 し た 情 報 を 輻 輳 海 域 で の 海 上 交 通 管 制 又

は 他 の 船 舶 と の 衝 突 回 避 に 役 立 て る た め の シ ス テ ム で あ

る 。  

 す で に 、 MS C 7 3 ( 2 0 0 0年 )で S O L A S条 約 第 Ⅴ 章 の 全 面 改 正

案 が 採 択 さ れ 、総 ト ン 数 300ト ン 以 上 の 国 際 航 海 船 舶 、 50

0ト ン 以 上 の 非 国 際 航 海 船 舶 及 び 大 き さ に よ ら ず す べ て

の 旅 客 船 は 、 AISを 義 務 づ け る こ と と な っ て い る 。  

 本 ガ イ ド ラ イ ン は 船 員 、陸 岸 局 の 職 員 が AISの 使 用 方 法

に 精 通 す る こ と を 目 的 に M S C 7 4 ( 2 0 0 1年 )に お い て 承 認 さ

れ た 。 本 ガ イ ド ラ イ ン 案 は 、 我 が 国 意 見 が 大 い に 反 映 さ

れ て い る と こ ろ 、 支 持 を 表 明 し 、 決 議 案 は 採 択 さ れ た 。  

 

（ ２ ）「 旗 国 に よ る IMO規 則 の 実 施 を よ り 強 化 す る た め の

手 段 」  

・ 概 要 及 び 結 果  

 本 決 議 案 は 、 第 21回 総 会 (1 9 9 9年 )で 決 議 さ れ た 「 20 0 0

年 代 の IM Oの 目 標 」 (A . 9 0 0 ( 2 1 ) )を 参 考 に 、 安 全 と 環 境 に

関 す る 文 化 を 醸 成 し 、旗 国 に よ る IMO規 則 の 実 施 を 一 層 強



化 す る た め の 手 段 を IM O理 事 会 の コ ー デ ィ ネ ー ト の も と 、

MSC及 び MEP Cで 検 討 す る こ と を 要 請 し て い る 。  

 本 決 議 案 は 、 海 上 安 全 及 び 海 洋 環 境 保 護 の 向 上 に 多 い

に 期 待 さ れ る と こ ろ 、 我 が 国 は じ め 多 く の 国 が 支 持 を 表

明 し 、 本 決 議 案 は 採 択 さ れ た 。  

 

４ ．汽 笛 及 び 号 鐘 の 搭 載 要 件 に 関 す る COL R E G s規 則 の 改 正  

・ 概 要 及 び 結 果  

 C O L R E G s規 則 に 適 合 し た 汽 笛 、号 鐘 が 小 型 船 舶 に と っ て

大 き く か つ 重 た い こ と か ら 、 小 型 軽 量 設 備 を 望 む 声 が 、

多 く の 利 用 者 か ら 寄 せ ら れ て い る 。 こ れ ら の 問 題 を 解 決

す る た め に 、 19 9 8年 に 開 催 さ れ た 第 69回 海 上 安 全 委 員 会

に お い て 、小 型 船 舶 の 汽 笛 、号 鐘 に 関 し COL R E G s規 則 を 改

正 す る た め の 検 討 作 業 を 開 始 す る こ と を 我 が 国 が 提 案 し 、

NAV 4 4 ( 1 9 9 8年 )か ら 検 討 が 開 始 さ れ た 。  

 N A V 4 6（ 20 0 0年 ） で 我 が 国 は 、汽 笛 に つ い て は 十 分 な 可

聴 距 離 を 保 ち つ つ 、小 型 軽 量 の 汽 笛 の 採 用 を 可 能 と す る C

O L R E G s規 則 の 改 正 案 が 受 け 入 れ ら れ る よ う 対 応 を 行 い 、

審 議 の 結 果 、 我 が 国 の 提 案 通 り 受 け 入 れ ら れ た 。  

 号 鐘 に 関 し て は 、12m以 上 20m未 満 の 小 型 船 に つ い て も 、

1 2 m未 満 の 小 型 船 と 同 様 に 号 鐘 の 備 え 付 け を 免 除 す る 我

が 国 提 案 も 、 我 が 国 提 案 通 り 受 け 入 れ ら れ た 。  

 改 正 案 は 我 が 国 意 見 が 大 い に 反 映 さ れ て お り 、 我 が 国

は 積 極 的 に 支 持 す る こ と を 表 明 し 、 本 改 正 案 は 採 択 さ れ

た 。  

 

５ ． 「 船 舶 に つ い て の 有 害 な 防 汚 方 法 の 管 理 に 関 す る 国

際 会 議 」 の 結 果 報 告  

・ 概 要 及 び 結 果  

 我 が 国 は 、TBT船 舶 用 塗 料 が 海 洋 生 物 に 与 え る 悪 影 響 等

を 早 期 か ら 認 識 し 、 ME P C 3 8 ( 1 9 9 6年 )に お い て 、 我 が 国 、

オ ラ ン ダ 及 び 北 欧 諸 国 か ら T B T船 舶 用 塗 料 の 使 用 に つ い

て の 世 界 的 な 規 制 が 必 要 と 提 案 し 、 審 議 が 開 始 さ れ た 。  

 第 21回 総 会 (19 9 9年 )に お い て 、「 TBT船 舶 用 塗 料 を 200 3

年 1月 1日 以 降 船 舶 に 新 た に 塗 布 す る こ と を 禁 止 し 、 20 0 8

年 1月 1日 以 降 船 舶 に 塗 布 さ れ る こ と を 禁 止 （ 船 体 へ の 存

在 を 禁 止 ）」す る 旨 の 総 会 決 議 (A. 8 9 5 ( 2 1 ) )が 採 択 さ れ た 。

 外 交 会 議 の 結 果 が 紹 介 さ れ 、 我 が 国 は 、 同 条 約 の 早 期

発 効 を 期 待 す る 旨 の 発 言 を 行 っ た 。   

 


